
４－３　重点化すべき事項

４－３－１　都市の骨格となる道路ネットワークの整備

４－３－２　防災対策に資する道路整備

道づくりの方向性に加えて、道路整備に関する現状認識、課題分析などを
考慮し、計画期間内において重点化すべき事項を定めます。

甲州街道、玉川通り、環七通り、環八通りなど、都市計画決定されている
区内の幹線道路網は概ね整備が完了していますが、これらを補完する地区幹
線道路網の整備は遅れており、計画延長 92km に対して整備率は約 35％にと
どまっています。
幹線道路に加えて地区幹線道路のネットワークを整備することで、スムー
ズな自動車交通の処理が可能となり、地先道路への通り抜け車両の流入抑制、
渋滞の解消、二酸化炭素の排出削減などに大きな効果があります。
また、その多くは延焼遮断帯に指定されており、地震に伴う市街地大火の
延焼防止機能に加えて、防災拠点を繋ぎ緊急物資の輸送路や避難路としての
役割も担うなど、都市の防災性向上に大きく寄与するものです。
さらに、地区幹線道路にはバス交通の導入が可能であり、北部や西部のエ
リアでは南北方向の路線整備によって公共交通不便地域を縮小することがで
きます。高齢者の移動の円滑化、公共交通機関の利用促進など、福祉的な視
点や環境問題への対応策としても有効な取り組みと考えられます。
以上のように地区幹線道路の整備効果は高く、多くの区民に便益が及ぶこ
とから、都市の骨格となる地区幹線道路を中心とした道路網の早期形成を重
点化します。
なお、地区幹線道路の整備は都と区で分担し行っていることから、区施行
の事業を推進していくことと合わせて、東京都に対しては区内の地区幹線道
路の整備促進を働きかけ、都が施行する道路整備とあわせた沿道の街づくり
を進めるなど円滑な事業執行にも協力していきます。

区内東部、あるいは鉄道駅の周辺には、木造住宅が密集し震災時に大きな
被害の発生が予測される地域があります。これらの地域では、外周の都市計
画道路は整備が完了していても、内部の道路網は狭あいな道路により構成さ
れており、消防車が進入できず消防活動に支障のある区域が存在し、また行
き止まりの道路も多く、円滑な避難を行う上でも問題があります。
密集地区では以前より防災街づくりを進めてきたところもあり、建物の不
燃化、耐震化、公園などの整備とあわせ、道路整備にも取り組んできていま
すが、権利関係が複雑で狭小な敷地も多いという地区の特性から、用地の取
得に時間を要し事業が長期化しているケースも見受けられます。
切迫している首都直下型地震等への対策として、震災時に大きな被害の発
生が予測される地域の改善は、より一層のスピードが求められており、地区
内での道路整備についても、新たな事業手法を導入するなどの工夫によって
早期完成を目指していきます。
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４－３－３　多様な利用者の安全性を高める道路整備

４－３－４　街づくりの動きに合わせた道路整備

区が毎年実施している区民意識調査では、日常生活における困りごとの第
１位は８年連続して「道路が狭くて危険」となっています。また、平成 25 年
７月に実施した道路整備に関する区民アンケート調査で「道路整備に関係し
た日常生活への影響」の設問に対して、「歩行者などの安全性の確保」の項目が、
現状に対する満足度が最も低く、今後の整備の重要度が最も高い結果となり
ました。
実際に区内には、適切な道路網が未整備なため、本来であれば通過交通が
入り込まないような幅員が狭い道路にも多くの自動車が通行せざるを得ない
状況があり、その結果、区民生活に深刻な影響が及んでいます。
このような実態から、特に自動車交通量が多く歩道が未整備な箇所などを
対象として、道路拡幅による歩道設置や代替機能を持つ道路ネットワークの
整備による自動車交通の分散化など、歩行者や自転車利用者の安全性向上に
つながる道路整備を重点化します。

区内では、小田急線の連続立体交差事業に引続き、京王線でも事業化に向
けた動きが進んでいます。また長年凍結されていた外かく環状道路も東名高
速道路以北の区間で工事が始まり、区内には東名高速道路、中央自動車道と
のジャンクションが建設されます。
これらの国や都が行う都市基盤整備事業の周辺地区では、事業を契機とし
た街づくりも検討されており、駅前広場やジャンクションの周辺道路等は、
このような事業と連携して整備を展開していく事が、それぞれ個別に整備す
る場合よりも効率的で、相乗的な効果が得られると考えられます。
現在進行している基盤整備事業を契機として、周辺街づくりの中で必要と
される道路整備は機会を逃がすことなく進めていきます。

－ 29 －



世田谷区が道づくりで目指す最終的な目標は、第３章で示した将来道路網の
実現です。しかし、区内にはまだ未着手の路線が多く、また道路の整備には非
常に多くの時間を要することから、将来道路網の実現に向けて、今後も計画的
かつ効率的な取り組みを継続して行っていく必要があります。

第４章では、道づくりプランの上位計画となる「基本構想」や「都市整備方針」
で掲げられた将来都市像の実現、および現状で区が抱える道路に関する課題の
解決に向けた道路整備の目標として、５つの道づくりの方向性と４つの重点化
事項を示しました。

この事業化プログラムでは、第４章で示した道路整備の目標に基づいて、道
づくりプランの計画期間における道路の新設・拡幅整備について行う具体的な
取り組みを示すこととします。

第５章　事業化プログラム
５－１　策定の背景

現在 10年後 20年後 ・・・・・・・

せたがや
　道づくりプラン

将来道路網の実現
に向けた取り組み

上位計画
　　基本構想
　　都市整備方針

上位計画で示す
将来都市像

長期の取り組みによる
最終的な目標

道づくりの
具体的な取り組み

将来道路網
の実現

長期的かつ継続した取り組みが必要

道路整備の目標（第４章）
・上位計画で示す将来都市像の実現
・道路に関する課題の解決

この具体的な取り組みについて示したものが
第５章の事業化プログラム

■■ 道づくりプランの事業化プログラム
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都市計画道路には、平成 16 年に東京都と特別区で策定した「区部における
都市計画道路の整備方針」の第三次事業化計画において、平成 27 年度までに
優先的に整備すべき路線として位置づけられてる路線があります。

第三次事業化計画は、計画期間が平成 27 年度までとなっており、平成 28
年度には「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）」が策定され、次期
事業化計画で新たに優先的に整備すべき路線が選定されることが見込まれま
す。

この次期事業化計画における優先的に整備すべき路線も、第三次事業化計画
の優先的に整備すべき路線と同様に、都と区市町において整備の必要性や優先
性を検証した上で位置づけるものです。

事業化プログラムでは、未着手の都市計画道路や主要生活道路について、整
備の優先性が高い路線を抽出し、道づくりプランの計画期間内で事業化を目指
す路線を「優先整備路線」に位置づけます。

その他の特に位置づけを行わない路線については、密集市街地の整備事業、
区画整理や再開発事業、大規模な団地の建替えなど、面的または規模の大きい
街づくりが進み、道路整備の機運が高まった場合に、必要な整備を検討するこ
ととします。

現在事業中の路線については、今後も円滑な事業執行に努め、早期の事業完
了を目指していきます。

また、現在事業中路線の残事業量およびこれまでの用地取得の実績を踏まえ
て、道づくりプランの計画期間内において新規事業化が可能な事業規模（事業
フレーム）を設定します。

５－２　プログラムの考え方

５－２－１　都市計画道路

■事業フレームのイメージ

現在事業中の路線 新規着手路線

計画期間内の事業規模

新規の
優先整備路線

現在事業中路線の
残事業

現在事業中路
線の執行済み
事業量

積み残し量

新規事業化が可能な
事業規模（フレーム）
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第４章で示した道路整備の目標に加えて、これまでの事業化に向けた取り組
みの実績や事業の実現性といった観点から、各路線について整備の優先性を検
証します。

主要生活道路は、この検証の結果に基づいて、防災性の向上に資する路線や、
これまですでに事業化に向けた取り組みを進めている路線などを、「優先整備
路線」として位置づけ、事業化を図っていきます。

道づくりプランでは、「区部における都市計画道路の整備方針」と「東京に
おける都市計画道路の整備方針（仮称）」との整合を図り、それぞれの事業化
計画で位置づけられる優先的に整備すべき路線のうち、区で施行する路線を道
づくりプランにおける「優先整備路線」として位置づけることとします。

各路線の整備の優先性は、第４章で示した道路整備の目標に、これまでの事
業化に向けた取り組みの実績や事業の実現性といった観点も加えて検証しま
す。検証の結果に基づいて、「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）」
の次期事業化計画で優先的な整備が望ましい路線や、第三次事業化計画の優先
整備路線の中でも特に事業効果が高く早期の整備が望ましい路線を示します。

５－２－２　主要生活道路

H26 H28 H30

道づくりプラン【～H35】
事業化プログラムにおける優先整備路線

各路線について整備の優先性を検証 特に整備の優先性の高い路線を抽出

反映

第三次事業化計画における区施行の
優先整備路線で未着手のもの

次期事業化計画の区施行の優先整備路線

区部における都市計画道路の整備方針
【～H27】

東京における都市計画道路の整備方針（仮称）
【H28 ～】

次期事業化計画の優先整備路線への
反映が望ましい路線を抽出 関係機関

と協議

■■ 都市計画道路の優先整備路線の考え方

第三次事業化計画
　　　　H16 ～ 27

次期事業化計画
　　　H28 ～ 37（予定）

次期事業化計画
の策定
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■■ 都市計画道路や主要生活道路における整備の優先性・必要性の検証における視点と検証項目

【重点化事項１】都市の骨格となる道路ネットワークの整備
（※道路の連続性の視点以外は都市計画道路のみ）

上位計画との整合

重点化項目に基づく検証

これまでの取り組みの継続性に基づく検証

【検証の視点】【検証の根拠】

延焼遮断帯

住環境の向上、改善

道路の連続性、ネットワーク

【重点化事項２】防災対策に資する道路整備 避難の安全性

緊急輸送道路ネットワークの

消火活動困難区域の解消

密集地域の防災性の向上

【重点化事項３】多様な利用者の安全性を高める道路整備

【重点化事項４】街づくりの動きに連携した道路整備

誰もが利用しやすい交通環境

事業の実現性などに基づく検証

外環道整備関連

京王線の連続立体交差事業関

その他の街づくり事業関連
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・第三次事業化計画優先整備路線
・多摩部の事業化計画との整合
・都市整備方針における主要生活交通軸

【検証項目】上位計画での位置づけ、事業効果など

・東京都防災都市づくり推進計画における延焼遮断帯

・通過交通の解消または抑制

・道路のネットワーク化化

・避難困難区域の解消
・一次避難所や広域避難所までのアクセスルート

・狭幅員の緊急輸送・啓開路線の解消、リダンダンシー機能の確保

・災害時の消防活動困難区域の解消

・密集地域内の主要生活道路

充実

・公共交通不便地域の解消
・歩行者などの安全性の確保

・インターチェンジ周辺の路線

・京王線と交差する路線や駅前広場

・団地の建替えなど街づくりとの連携

・現況測量や用地の先行取得など、事業化に向けた取り組みの実績

・事業の困難度・実現性

連
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大気汚染、騒音などの環境問題や、住宅地への通過交通の発生などのさまざ
まな問題の要因の１つとなっている交通渋滞を解消するため、事業の効果や実
現性が高い交差点について、交差点改良の重点整備箇所として位置づけ、事業
化を目指します。

地先道路は、消防活動困難区域を解消するために、おおむね 250ｍ以下の
間隔で配置する必要があります。

道づくりプランでは、この配置計画と現状が乖離しているなど、整備状況に
課題がある地域を示します。地先道路整備の具体的な取り組みの内容について
は、平成 27 年度に策定予定の「都市整備方針（仮称・地域の整備方針）」に
おいて整備の必要性を検討し、地先道路の整備を行おうとする地区ごとに、配
置計画などを示した「地先道路整備計画」を策定することとします。

５－２－３　交差点改良

５－２－４　地先道路

■■ 交差点改良のイメージ

改良前 改良後
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道づくりプランの計画期間内に事業化を目指す路線として、以下の 13 路線
を優先整備路線とします。

さらに、都市計画道路の優先整備路線のうち、特に整備の優先性が高いと考
えられる次の３路線については、事業化に向けた取り組みの重点化を図ります。

なお、今回示した優先整備路線のうち、都市計画道路については、「東京に
おける都市計画道路の整備方針（仮称）」の次期事業化計画の策定にあわせて、
必要な見直しを行う予定です。

○ 都市計画道路の優先整備路線の中でも特に早期整備が望ましい路線

　補助154号線、補助216号線（大蔵Ⅱ期）、補助217号線（大道北南側）

５－３　優先整備路線

都市計画道路  補助54号線 北沢一丁目
（茶沢通り～補26） 470 ｍ

都市計画道路  補助54号線 北沢一丁目～代田六丁目
（商業地のサークル～環七通り） 620 m

都市計画道路  補助54号線 松原四～六丁目
（補128～補154） 810 m

都市計画道路  補助154号線 松原二～五丁目
（補54～明大前駅駅前広場付近） 630 m 特に早期整備が望ましい路線

都市計画道路  補助216号線
   　　　　　　　（大蔵Ⅱ期）

大蔵六丁目～鎌田四丁目
（補213との交差付近） 340 m 特に早期整備が望ましい路線

都市計画道路  補助217号線
   　　　　　　（大道北南側）

上祖師谷四～六丁目
（補54付近） 190 m 特に早期整備が望ましい路線

世田谷区画街路  ７号線 上野毛三～二丁目
（環八通り～丸子川付近） 420 m

世田谷区画街路  11号線 成城二丁目
（成城学園前駅駅前広場および駅前広場導入路） 60 m

世田谷区画街路  12号線 成城六丁目
（成城学園前駅駅前広場導入路） 60 m

主要生活道路  122号線
   　　（六所神社前通りⅢ期）

給田一～三丁目
（六所神社前通りⅠ期区間～補129） 540 m

主要生活道路  127号線 太子堂四～五丁目
（世田谷通り～淡島通り） 830 m

主要生活道路  229号線
   　　　　（松栄会通りⅡ期）

若林四～五丁目
（松栄会通りⅠ期区間～補52） 450 m

主要生活道路  232号線
   　　（深沢八丁目南側Ⅱ期）

深沢八丁目 180 m

路　線
（通称事業名） 位　置 延 長 備　考

■ 優先整備路線一覧

◎ 都市計画道路

路　線
（通称事業名） 位　置 延 長 備　考

◎ 主要生活道路
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以下の箇所を交差点改良の重点整備箇所として位置づけ、事業化に向けた取
り組みを行っていきます。

○ 梅丘通り（環七通りとの交差点）

５－４　交差点改良
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